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明

一、

命
舎
の
大
析
す
〕
錦
に
開
聞
し
て
は
、
台
来
三
つ
の
訪
で
問
題
と
な
っ
て
奈
ち
ん
。
方
パ
の
一
は
、
来
背
の
梅
伎
の
所
献
に
か
、

る
偽
古
文
鈎
設
問
中
の
大
相
官
位
却
に
関
し
て
の
問
題
で
あ
b
、
共
の
二
は
、
今
文
諸
家
並
に
後
渓
の
潟
融
斜
玄
か
ら
貌
の
王

粛
の
伴
へ
た
大
桁
首
位
加
が
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
の
問
題
で
あ
b
、
共
の
三
は
、
伏
生
今
文
並
に
孔
安
閣
の

孔
段
古
文
中
に
大
山
盟
諸
が
有
っ
た
か
無
か
っ
た
か
の
問
題
で
あ
る
。
東
菅
の
偽
古
文
符
番
中
の
大
誓
絡
に
隣
し
て
は
、
間

者
穣
の
向
設
問
古
文
疏
設
以
来
、
主
(
の
設
は
一
定
し
た
。
邸
ち
東
替
の
大
誓
錦
に
は
、
後
淡
の
馬
織
が
自
家
の
停
本
中
に

欠
け
た
部
分
と
し
て
、
嘗
て
疑
を
部
さ
ん
だ
古
書
の
引
用
文
が
誌
く
偏
っ
て
ゐ
る
の
み
で
無
く
、
他
の
多
く
の
古
書
を

談
令
し
た
繍
縫
の
徐
で
あ
る
乙
と
が
明
僚
で
、
結
局
格
段
所
献
の
大
誓
錦
、
部
ち
今
の
古
文
俗
説
問
の
大
誓
箱
、
が
偽
作
に

か
¥
る
乙
と
は
疑
の
徐
娘
、
が
な
い
。
然
ら
ば
潟
融
・
鄭
玄
・
王
識
の
徒
が
体
へ
た
大
一
官
官
は
如
何
か
と
一
一
一
回
ム
に
、
ば
均
一
械
は

番
序
に
於
て
、
ハ
倫
番
正
義
各
一
並
各
十
一
…
引
)
大
相
官
の
後
得
を
一
一
一
回
ぴ
、
大
誓
…
訴
の
文
を
以
っ
て
浅
露
で
あ
る
と
批
評
し

て
ゐ
る
し
、
郷
支
は
弘
和
論
中
に
ス
向
致
問
正
義
各
一
)
大
誓
が
民
間
に
得
ら
れ
た
乙
と
を
迷
ベ
、
王
粛
は
又
、
(
命
委
託
義



巻
十
一
〉
大
警
は
近
得
の
も
の
で
、
奮
・
来
の
本
経
で
は
無
い
と
明
か
に
之
を
否
定
し
て
ゐ
る
。
是
等
を
綜
令
し
て
見
る

?
と
一
、
海
鄭
以
下
少
く
と
も
後
撲
の
古
文
家
の
停
へ
た
大
警
は
後
得
の
も
の
で
あ
る
と
一
一
一
一
ロ
ム
乙
と
に
な
る
。
然
る
に
大
誓
一

後
得
の
問
題
は
瀦
b
古
文
家
の
範
簡
に
止
ら
な
い
で
、
今
文
も
亦
自
ら
此
の
渦
中
に
在
る
と
一
一
一
口
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
五

来
大
奪
第
の
後
得
は
、
劉
向
父
子
並
に
玉
充
に
よ
っ
て
停
へ
ら
れ
た
消
息
で
あ
る
。
部
ち
劉
向
の
別
銭
代
、

武
帝
末
氏
・
一
倍
符
泰
誓
書
於
経
一
内
者
、
献
之
、
奥
博
士
使
設
設
之
、
数
月
皆
起
停
1

以
数
人
、
〈
向
者
正
義
各
一
)
(
文
選

注
引
七
路
間
)

と
あ
ι
少
、
又
例
制
散
の
移
太
常
博
士
設
問
に
、

泰
析
官
後
得
、
博
士
築
市
議
之
、
(
渓
審
判
剣
散
体
)

と
あ
b
、
支
に
は
王
充
の
論
衡
の
正
設
第
に
、

孝
笠
皇
帝
時
、
河
内
之
子
治
ほ
老
屋
、
得
逸
易
総
命
骨
一
間
各
一
筋
奏
之
、
宣
帝
下
一
不
博
士
、
然
後
向
日
m
麓
俗
書
各
盆
一
位
品
、

市
街
書
二
十
九
篇
始
定
、

と
あ
る
の
が
是
で
あ
る
。
強
t

例
制
向
父
子
の
倖
へ
る
mm
と
王
充
の
停
へ
る
庇
と
で
は
、
後
初
特
の
時
期
を
或
は
武
帝
の
末

年
と
し
、
或
は
笠
鳥
山
の
持
と
す
る
差
は
あ
る
が
、
是
等
は
等
し
く
大
誓
後
符
の
記
録
で
、
是
等
大
誓
結
後
得
の
記
録
は
、

や
が
て
そ
れ
以
後
の
大
蓄
が
、
溺
λ

リ
前
越
の
後
淡
の
古
文
家
の
停
本
ば
か

b
で
無
く
、
今
文
家
系
統
一
に
於
て
も
、
後
得

代
出
づ
る
も
の
で
あ
ら
う
乙
と
を
想
像
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
L

夕
、
旦
つ
文
還
の
注
の
中
に
引
か
れ
た
七
路
の
文
に
は
、

五



五
回

後
得
大
誓
を
目
し
て
明
か
に
、
っ
今
大
統
一
蹟
第
是
也
、
L
と
記
る
し
て
ゐ
る
。
若
し
果
し
て
大
誓
の
後
得
、
が
事
震
で
あ
b
J
前

淡
末
よ
与
後
漢
に
存
在
し
た
大
誓
が
後
得
大
誓
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、

氏
の
後
得
大
智
一
自
は
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で

あ
ら
う
か
、
是
が
大
誓
篇
の
第
二
の
問
題
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
大
哲
一
一
日
後
得
の
事
実
は
、
伏
生
今
文
並
に
孔
壁
古
文
の
各
I

四

の
向
誉
の
第
百
第
数
と
如
何
に
結
ぶ
も
の
で
あ
る
か
。
卸
ち
、
史
記
命
保
林
停
並
に
漢
書
の
器
、
文
志
に
は
、
伏
生
が
流

五

亡
の
後
に
於
て
得
た
俗
書
の
第
数
は
二
十
九
篤
と
な
っ
て
あ

b
、
支
に
除
書
の
婆
文
志
に
は
、
孔
安
図
が
孔
時
一
古
文
符

番
を
以
り
て
此
の
二
十
九
怨
を
考
し
た
と
記
る
さ
れ
て
ゐ
る
、
が
、
沈
の
伏
生
今
文
の
二
十
九
籍
、
並
に
孔
山
町
一
古
文
中
に

大
一
班
活
は
有
っ
た
か
無
か
っ
た
か
と
4

一
一
ロ
ム
乙
と
で
あ
る
。
伏
生
今
文
及
び
孔
壁
古
文
中
に
大
誓
が
有
っ
た
か
無
か
っ
た
か

の
論
慨
に
章
一
大
友
関
係
争
}
持
つ
も
の
に
、
大
皆
川
の
後
得
以
前
に
引
用
せ
ら
れ
た
と
忠
は
れ
る
多
く
の
大
折
寸
込
山
川
文
、
が
あ
る
。

後
符
以
前
代
引
用
せ
ら
れ
た
大
容
筋
交
代
は
、
後
淡
の
馬
隔
が
授
に
遮
べ
だ
mm
の
(
命
書
巻
十
一
引
)
左
侍
・
鶴
一
諦
・
孟

子
・
碍
子
@
総
記
等
の
先
秦
の
十
は
設
内
に
現
れ
て
ゐ
る
も
の
、
部
ち
伏
生
体
経
以
前
の
川
引
用
問
に
か
¥
る
も
の
と
、
後
人
の
加
注

付

り

へ

に
よ
っ
て
大
容
の
文
と
知
b
得
る
命
番
大
伴
、
丸
山
町
山
の
府
本
紀
、
除
舎
の
査
一
仲
傍
停
・
武
守
本
紀
共
の
他
に
引
か
れ
た
も

の
、
邸
ち
伏
作
一
体
一
粍
以
後
の
引
用
に
か
¥
る
も
の
と
の
こ
程
が
あ
る
。
抑
t

大
容
の
後
符
が
武
帝
の
末
年
代
在
っ
た
か
宣

帝
一
の
時
で
あ
っ
た
か
は
、
俄
に
明
か
に
す
る
と
と
は
出
来
な
い
、
が
、
後
得
が
共
の
仰
れ
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
大
一
昔
、
が
後

得
以
前
に
銃
に
所
々
比
引
1

れ
て
わ
て
、
然
も
伏
牛
一
以
後
の
も
の
も
あ
る
と
一
一
一
一
口
ム
と
と
に
な
る
と
、
後
得
舎
に
関
す
る
考

察
は
、
や
が
て
伏
生
命
-
香
代
於
け
る
大
智
有
無
の
問
題
に
ま
で
延
長
さ
れ
て
来
る
つ
之
、
が
大
桂
一
一
筋
の
第
三
の
問
題
で
あ



る
。
但
第
二
、
第
一
一
一
の
問
題
は
寅
際
上
は
別
俗
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
此
庭
比
大
経
一
一
時
的
婦
の
第
二
、
第
三
の
問
題
に
」
成

い
て
、

便
宜
上
、

専
ら
滞
儲
の
伏
や
一
今
文
待
舎
の
第
数
に
関
す
る
諸
設
を
中
心
と
し
て
、

大
館
の
方
向
を
考
察
し
て
見

ょ
う
と
忠
ふ
。

ヘ
清
儒
以
前
を
引
か
な
い
の
は
、
協
古
文
向
警
に
か
ら
ん
で
徒
に
問
題
を
紛
糾
さ
せ
る
J

f
慨
が
あ
る
の
み
で
な
く
、
殆
ん
ど
消
儲
の
所
設
中
に
包
ね
ら
れ
志
か
ら
で
あ
る
c

¥

〈一〉、

馬
…
関
設
問
序
問
、
恭
一
円
背
後
得
、
家
北
ハ
文
、
似
悲
潟
路
、
又
去
、
八
百
諸
侯
、
不
召
由
来
、
不
矧
同
時
、
不
認
間
続
、
及
火
復
於
上
、
五

於
玉
屋
、
流
潟
勝
、
五
五
、
以
穀
供
来
、
翠
火
榊
怪
、
得
促
…
夜
子
所
不
一
湾
中
乎
、
(
向
設
問
正
義
均
十
一
引
)

〈
二
〉
、
鄭
玄
意
向
論
亦
一
氏
、
民
間
得
泰
慈
、
(
山
川
番
正
義
各
一
一
引
)

〈
一
号
、
王
滴
亦
一
去
、
泰
番
近
得
、
非
共
本
縦
、
〈
命
議
正
義
巻
十
一
、
〉

ハ
四
〉
、
奏
時
焚
書
、
伏
生
懸
一
誠
之
、
北
パ
後
兵
大
起
、
流
亡
、
蕊
定
、
伏
生
求
北
ハ
書
、
亡
数
十
籍
、
溺
得
二
十
九
第
、
部
以
数
持
魯
之
問
、
ハ
史

己
目
訴
事
事
J

-一一一u，f
U
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秦
焼
香
禁
事
、
伏
生
溺
壁
減
之
、
漢
組
〈
亡
犬
、
求
得
二
十
九
籍
、
以
数
持
魯
之
問
、
(
漢
書
幾
文
志
)

〈
五
〉
、
古
文
・
館
書
出
孔
子
盤
中
、
孔
安
関
悉
得
品
特
設
問
、
以
考
二
十
九
筋
、
得
多
十
六
第
、
(
潔
帯
一
一
日
義
文
志
)

ハ
ム
ハ
)
、
書
体
有
八
百
諮
侯
供
五
孟
津
、
白
魚
入
r

丹
之
卒
、
胤
(
泰
一
切
ザ
尚
一
品
、
問
、
〈
前
書
正
義
各
一
〉

〈
七
)
、
武
主
渡
河
、
中
流
白
糸
燦
入
王
舟
中
、
ハ
素
際
日
、
此
己
下
室
火
復
玉
屋
怨
烏
、
皆
見
別
委
及
今
文
泰
一
蓄
、
)
武
王
僻
取
以
祭
、
銃
波
、

有
火
、
自
上
復
子
下
、
五
子
支
屋
、
流
潟
底
的
、
(
史
記
周
本
記
〉

〈
般
五
対
〉
乃
断
築
共
先
駆
之
築
、
乃
銭
淫
接
、
用
愛
乱
正
接
、
恰
設
婦
人
、
(
史
認
府
本
記
)
漢
書
館
紫
芯
一
五
、
品
一
一
向
序
放
討
断
築
先

組
之
然
、
廼
作
溶
接
、
用
縫
紙
五
盤
、
以
設
婦
人
、
顔
郎
古
問
、
今
文
用
品
営
泰
一
苔
之
静
也
、

五
五



五
'
六

〈
八
〉
、
表
伶
好
的
策
去
、
勢
日
、
白
魚
入
子
主
介
、
有
火
復
子
主
屋
、
流
筑
向
局
、
局
公
日
、
復
哉
復
哉
、
顔
稽
日
、
今
文
太
一
官
官
之
助
断
、
(
渓

骨
一
肉
筆
仲
管
傍
〉

一
花
朔
一
百
年
有
司
奏
議
問
、
夫
的
下
問
上
者
死
、
附
上
向
下
者
剤
、
血
(
間
関
政
、
市
然
谷
於
民
者
斥
、
在
上
位
市
不
能
進
資
者
退
、

(
漢
書
武
常
本
紀
)
設
苑
距
術
第
引
大
一
官
官
臼
、
附
下
市
向
上
者
死
、
附
上
市
関
下
者
刑
、
血
(
問
問
問
政
、
市
ん
渋
谷
於
氏
者
退
、
在
上
位

市
不
能
進
賢
者
遂
、二、

沼
代
諸
儒
の
伏
生
今
文
の
第
畿
に
関
す
る
設
は

i

大
約
四
分
す
る
乙
と
が
出
来
る
。
共
の
一
は
扶
生
二
十
八
釘
設
で
、

共
の
他
の
三
は
伏
生
二
十
九
第
設
で
あ
る
。
市
し
て
伏
生
二
十
九
結
設
の
第
一
は
、
二
十
九
銭
中
に
は
大
誓
は
無
く
て
、

共
の
代
b
に
番
序
が
一
筋
入
っ
て
ゐ
る
と
す
る
も
の
で
、
第
二
は
、
大
掛
一
首
筋
一
籍
、
が
素
よ
b
有
る
と
す
f
p
v

も
の
で
、
第

三
は
、
大
饗
銘
は
元
々
無
く
て
、
願
命
と
康
王
之
誌
と
が
別
れ
て
、
夫
々
一
筋
と
し
て
の
位
地
を
持
っ
て
わ
た
と
す
る

、
も
の
で
あ
る
。

ハ
イ
)
、
伏
生
向
書
二
十
八
駕
設

伏
生
二
十
八
第
設
の
代
表
的
人
物
に
は
、
窓
棟
(
古
文
俗
書
考
)
江
整
(
向
堂
開
集
註
一
音
疏
)
段
玉
裁
へ
十
u
文
筒
番
撰

思
ハ
〉
等
が
有
る
。
一
mm
・
江
・
段
の
二
十
八
紘
の
主
張
は
、
突
す
る
に
専
ら
太
誓
後
特
設
を
信
ず
る
免
代
、
史
記
波
書
の
二

十
九
結
中
か
ら
一
篇
を
減
ず
る
も
の
で
、
外
に
大
し
た
閣
内
論
と
す
る
所
は
無
い
様
で
あ
る
。
殊
に
江
務
代
於
て
は
、
史
・

漢
の
二
十
九
筋
と
は
、
伏
生
の
二
十
八
銭
に
大
誓
一
拐
を
加
へ
て
述
べ
た
も
の
か
、
或
は
mm
設
の
様
、
代
願
命
と
康
王
之



務
と
が
二
銭
と
数
へ
ら
れ
た
の
か
、
何
れ
と
も
断
定
し
て
わ
な
い
有
様
で
あ
る
。
革
支
伏
生
二
十
八
篤
設
は
、
大
誓
後

得
の
設
に
よ
っ
て
、
史
記
淡
番
の
二
十
九
籍
中
か
ら
減
っ
て
、
一
筋
そ
去
ら
ラ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
位
大
経
一
一
日
そ
後
得
と

す
る
な
ら
ば
向
番
大
停
や
芳
一
仲
好
の
針
策
等
代
引
用
せ
ら
れ
た
大
寄
稿
の
文
、
郎
ち
後
得
以
前
代
引
用
せ
ら
れ
た
と
思

は
れ
る
大
謬
の
文
が
常
然
問
題
と
な
る
が
、
段
玉
裁
は
日
正
等
代
関
し
て
は
、
例
制
向
劉
散
の
所
謂
後
符
は
武
帝
の
末
に
於

て
し
だ
と
の
記
録
比
一
成
b
が
有
る
の
で
、
大
一
習
は
必
ず
や
洋
く
淡
の
初
代
於
て
同
士
し
だ
に
逮
ひ
な
い
と
し
、
先
づ
第

一
代
後
得
の
時
期
の
訂
正
を
主
旋
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
馬
一
闘
の
脊
序
の
一
一
誌
に
よ
れ
ば

λ
命
番
正
義
各
十
一
一
引
)
民
代

先
秦
の
諸
停
記
に
は
後
得
大
一
習
に
無
い
大
誓
の
文
、
が
あ
る
。
段
…
疋
代
鈍
し
て
は
、
先
秦
の
古
大
誓
の
遺
露
で
あ
る
と
設
く

Q

是
、
が
伏
生
二
十
八
筒
設
の
大
要
で
あ
る
、
が
、
結
局
二
十
八
篤
訟
の
成
立
の
匁
に
は
、
後
符
の
時
期
を
山
内
事
一
一
同
大
体
の
編
者

や
蛮
仲
待
以
前
、
部
ち
淡
初
に
あ
る
と
し
、

旦
ハ
ノ
此
の
後
符
文
以
前
に
先
秦
の
古
大
誓
が
あ
っ
た
と
想
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
と
に
な
っ
て
来
る
。
然
る
に
、
間
以
令
ば
上
の
込
柳
川
述
を
肯
定
し
た
と
し
て
も
、
大
一
習
が
後
得
で
あ
る
か
ら
と

一
一
一
日
ふ
の
で
、
疫
に
出
先
記
漢
書
の
二
十
九
第
の
数
か
ら
一
筋
を
減
い
て
、
伏
生
二
十
八
篤
と
す
る
の
は
甚
だ
理
由
の
無
い

之
と
で
あ
る
。
此
滋
に
於
て
伏
生
命
意
向
は
二
十
九
第
で
、
主
(
の
中
に
は
大
抵
一
白
は
無
い
、
が
書
序
、
が
一
第
あ
っ
た
と
ず
る
も

の
が
あ
る
。

〈
一
〉
、
思
拙
骨
一
一
同
序
一
去
、
叉
春
秋
引
ム
訴
審
問
、
民
之
所
欲
、
天
必
従
之
、
関
誌
引
十
一
夜
警
日
、
般
事
J

協
朕
ト
、
襲
子
休
税
、
戎
尚
必
克
、
孟
子

孫
卿
引
泰
誓
日
、
務
夫
受
、
綾
記
引
泰
誓
問
、

引
泰
替
問
、
我
武
惟
拐
、
俊
子
之
張
、
取
彼
悶
残
、
我
伐
用
張
、
子
湯
有
光
、

五
七



五
八

予
党
交
、
非
予
武
、
惟
朕
文
考
無
罪
、
受
克
予
、
非
股
文
考
有
罪
、
散
予
小
子
無
良
、
今
文
泰
一
苔
皆
無
此
誌
、
五
回
児
童
向
偉
多
突
、

所
引
泰
響
、
市
不
在
泰
努
者
持
一
多
、
弗
復
悉
記
、
略
奉
五
革
、
以
明
之
、
亦
可
知
ム
犬
、
(
向
者
一
周
正
義
各
十
一
一
引
〉

(
口
)
、
伏
生
一
一
十
九
時
一
橋
設
、

北
(
の
一
、

(
書
序
一
第
一
説
)

伏
生
待
攻
川
は
二
十
九
第
で
あ
る
が
、
尖
の
中
に
は
太
誓
第
は
な
く
て
書
序
、
が
一
位
白
川
有
っ
た
と
す
る
も
の
に
、
米
葬
品
円
十

(
経
義
考
)
際
議
成
(
友
海
経
対
)
烈
喬
従
(
今
文
俗
骨
一
一
間
経
設
考
)
等
、
が
あ
る
。
氏
の
設
は
{
賞
受
上
は
二
十
八
箔
設
に
逗

く
、
亦
大
誓
後
符
の
設
に
法
く
も
の
で
あ
る
、

米
券
容
の
擦
る

mm
は
、
既
に
大
誓
、
が
後
得
で
、
然
も
湾
局
遜
・
斑
留
が
良
え
で
あ
る
な
ら
ば
、
史
・
漢
の
つ
二
十
九
ぷ
」

の
僻
は
、
大
誓
を
含
ま
ず
し
て
二
十
九
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
高
う
だ
と
す
れ
ば
共
の
中
の
一
銭
は
陸
徳
切
の
経

血
(
穆
文
に
も
言
ふ
荻
に
、
巧
…
倒
@
郷
玄
@
王
粛
等
の
古
文
家
が
序
bn}
綜
べ
て
一
各
と
し
た
と
同
様
に
、
恐
ら
く
は
百
第
の

序
で
あ
ら
う
と
一
一
一
日
ム
の
で
あ
る
。
阪
一
議
践
は
又
大
誓
の
後
符
の
際
に
、
之
を
議
設
し
た
の
は
営
時
の
博
士
宮
で
あ
る
乙

と
よ
b
叫
し
〈
、
先
づ
後
得
は
今
文
家
の
停
へ
た
大
根
一
誌
で
あ
る
乙
と
そ
強
制
し
、
然
る
後
、
代
談
窓
問
の
義
文
志
、
が
古
文
向

容
に
関
し
て
序
を
併
せ
数
へ
て
ゐ
る
姑
よ
b
、
伏
生
今
文
に
は
大
誓
第
は
無
く
て
設
問
序
、
が
一
銭
有
る
可
込
」
」
だ
と
解
し
、

今
文
鈎
脅
有
序
の
設
十
八
後
乞
恭
げ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
彼
の
孔
安
鴎
が
二
十
九
話
V
一
考
し
た
と
の
漢
書
議
文
志
の
一
一
一
一
口
菜

は
、
後
得
大
警
が
今
文
代
令
入
さ
れ
た
後
で
斑
局
、
が
之
宮
迫
叙
し
た
も
の
で
あ
b
、
命
番
大
体
・
史
記
等
の
誘
香
代
見

れ
ば
、
太
一
切
一
面
の
川
付
文
は
、
残
筋
逸
文
又
は
後
来
の
数
子
の
璃
縫
に
掛
る
も
の
で
あ
ら
う
し
、
交
代
音
…
仲
傍
の
針
策
に
引



か
れ
た
様
、
な
の
は
、
香
川
考
人
は
中
伎
の
類
か
ら
採
ら
れ
て
、
北
京

u

只
っ
番
L

)
」
駿
併
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
疑

っ
て
ゐ
る
。
限
議
紋
の
子
の
際
喬
椛
は
父
の
設
を
受
け
、
交
代
漢
書
の
儒
林
停
に
は
、
張
新
が
二
十
九
篤
を
分
析
会
し
、

足
っ
た
体
・
香
序
問
中
寸
か
ら
採
っ
て
百
雨
的
問
の
伶
堂
内
を
偽
作
し
た
と
あ
る
が
、
張
縞
は
孔
俊
古
文
を
見
て
ゐ
な
い
壮
一
向
で
あ

る
か
ら
、
張
窃
の
百
一
府
筋
の
本
と
な
っ
た
と
吉
川
は
れ
る
序
は
今
文
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
卸
ち
伏
生
今
文
の
二
十
九

籍
の
中
に
は
序
が
有
っ
た
と
設
・
9
出
し
、
且
つ
諸
体
記
中
の
後
符
大
誓
に
無
い
部
分
は
、
越
肢
が
孟
子
の
勝
文
公
の
注

に
述
べ
た
所
の
、

泰
吋
昔
、
古
俗
書
百
二
十
銘
之
泰
誓
、

の
古
大
誓
の
逸
文
だ
と
論
、
じ
出
す
。

要
す
る
に
伏
生
二
十
九
銭
設
中
、
叫
ん
ハ
の
一
筋
は
序
で
あ
る
と
す
る
設
は
、
一
つ
に
は
大
誓
の
後
得

ν二
信
じ
、
又
一
つ
に

は
史
記
。
淡
詳
の
伏
生
二
十
九
銘
の
記
事
吉
正
し
い
と
見
て
、
之
、
が
解
決
化
努
力
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
序
が

一
銭
有
っ
た
と
す
る
の
は
、
主
ハ
の
本
経
に
関
し
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
本
経
は
猶
二
十
八
箔
で
、
若
し
本
経
、
が
二
十
八
第

だ
と
ふ
乙
と
に
な
る
と
、
之
は
史
記
@
漢
書
の
他
の
記
録
、
部
ち
前
述
の
孔
安
閥
、
が
二
十
九
篤
を
考
し
た
と
ふ
一
日
以
、

張
務
、
が
二
十
九
銭
を
分
訴
合
し
た
と
ふ
記
事
に
針
し
て
、
甚
だ
不
都
令
を
生
ず
る
乙
と
に
な
る
。
此
滋
に
於
て
、
史

記
談
者
に
見
れ
た
も
の
は
後
来
よ
P
9
の
迄
伎
の
一
一
一
回
一
楽
で
あ
る
と
解
移
す
る
の
で
、
共
の
設
は
結
局
、
史
記
や
渓
脊
等
に

伏
生
二
十
九
篤
と
あ
る
の
は
専
ら
友
一
俊
経
を
指
し
た
も
の
だ
言
ム
乙
と
と
に
な
る
。
伏
生
命
書
を
二
十
九
篤
と
す
る
の

g五

九



六
O

回
目

ば
、
大
撃
が
後
符
せ
ら
れ
た
後
で
、
笥
馬
遼
以
下
が
迫
叙
し
た
の
だ
と
午
一
一
ロ
ム
議
論
は
、
授
に
弥
頴
迭
の
正
義
(
偽
孔
序

疏
)
に
遮
べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
是
は
伏
生
恭
一
円
の
本
経
を
二
十
九
第
と
す
る
も
の
が
営
然
史
記
・
渓
替
の
記
惑
に
勢
し
℃

臨
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
結
論
で
あ
る
。
仏
ぬ
の
難
を
避
け
様
と
す
る
も
の
に
、
伏
生
向
堂
開
に
も
素
よ
b
大
誓
が
有
っ
た
と
す
る

も
の
が
あ
る
。

〈
ご
、
馬
鄭
之
徒
、
百
第
之
序
、
綴
錦
一
巻
、
(
経
典
耀
文
)

〈
二
)
、
伶
番
古
文
経
間
十
六
巻
、
(
略
委
譲
文
志
)
主
先
議
向
、
四
十
六
巻
者
、
孔
安
関
所
得
控
中
古
文
、
以
考
伏
生
二
-
Y
九
籍
、
得
多
十

六
第
、
共
四
十
五
第
、
加
孔
子
序
一
篇
、
筑
間
十
六
第
、
故
一
五
四
十
六
巻
也
、
〈
湾
警
察
文
士
山
補
注
)

〈
一
一
一
〉
、
生
求
共
妻
、
溺
得
二
十
九
各
、
:
:
:
張
額
分
折
合
二
十
九
第
、
錦
数
十
、
:
:
:
又
采
左
氏
傍
並
書
序
、
翁
首
尾
、
(
渓
掛
一
一
日
儒
林
倖
)

〈
問
)
、
泰
誓
非
伏
生
所
停
、
市
一
一
一
日
二
十
九
籍
者
、
以
司
馬
、
遜
在
式
辞
之
世
、
見
泰
一
審
出
荷
得
行
、
入
於
伏
生
所
侍
内
、
故
潟
史
滋
之
，
井

一
式
伏
生
所
出
、
不
復
品
開
別
分
折
、
(
侍
骨
一
一
同
正
義
各
一
)

(
ハ
)
、
伏
定
二
十
九
篇
説
、

並
行
の
二
、

(
大
誓
索
、
有
設
)

伏
生
今
文
二
十
九
篇
中
に
、
素
よ
b
大
一
切
一
一
一
回
一
篇
が
有
っ
た
と
す
る
も
の
に
、
宅
奇
齢
(
古
文
符
書
箔
謁
)
王
鳴
盛
(
待

害
後
案
)
王
引
之
(
経
義
迷
問
)
貌
源
(
設
問
古
微
〉
箆
朝
一
局
(
向
詩
集
設
述
琉
)
等
が
あ
る
。
毛
奇
齢
の
所
論
も
亦
緩
め

て
夜
械
的
で
、
伏
生
舎
は
文
帝
以
来
官
府
の
者
で
あ
、
，
夕
、
武
帝
以
後
は
特
比
五
経
博
士
が
之
を
一
司
b
、
大
誓
一
策
が
俄

に
援
入
す
可

3
理
由
が
無
い
と
一
一
一
口
ふ
の
で
あ
る
。
然
る
に
王
鳴
盛
に
な
る
と
、
大
一
習
の
渓
代
出
土
を
肯
定
し
乍
ら
、
同



時
比
伏
生
に
も
孔
安
践
に
も
異
の
大
警
が
有
っ
た
と
す
る
。
従
っ
て
彼
の
後
得
大
一
容
は
、
伏
生
・
孔
安
閣
の
一
例
家
に
有

っ
た
mm
の
異
の
大
警
と
別
な
も
の
で
は
無
か
っ
た
と
す
る
。
住
此
の
場
会
、
命
舎
大
伴
や
史
記
法
(
の
他
の
引
用
等
か
ら

考
へ
て
、
大
併
合
の
後
得
は
武
伝
来
よ
b
以
前
、
乙
と
に
よ
る
と
伏
生
設
よ

b
も
以
前
の
渓
初
に
在
っ
て
、
然
も
三
篤
と

し
て
世
間
に
流
体
し
て
お

b
、
且
つ
先
秦
の
諸
停
誌
に
引
か
れ
て
ゐ
て
此
の
大
督
官
問
中
に
無
い
も
の
は
、
先
秦
の
護
世
間
が

選
落
し
た
も
の
で
、
券
、
の
何
れ
も
、
が
偽
と
は

へ
な
い
冒
と
す
る
。
王
引
之
に
な
る
と
十
二
設
を
奉
げ
て
、
伏
生
世
間
は
二

十
九
絡
で
、
大
誓
は
も
と
か
ら
有
る
と
し
、
一
党
に
は
大
都
一
一
雨
後
得
の
設
は
明
ら
か
に
劉
向
劉
散
の
停
聞
の
設
で
あ
る
と
さ
へ

蹴
断
定
す
る
。
貌
淑
は
共
の
特
殊
な
見
解
に
よ
り
て
、
今
古
文
雨
問
中
況
は
判
然
と
二
家
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
伏

生
地
問
と
孔
壁
古
文
と
は
正
に
一
家
に
蹄
す
可
主
だ
と
し
、
共
の
上
米
券
骨
骨
・
王
引
之
の
設
に
賛
成
し
て
、
伏
生
命
書
は

二
十
九
鎗
で
、
大
誓
も
勿
論
英
の
中
に
在
っ
た
と
す
る
。
但
大
誓
の
逸
文
に
つ
い
て
は
。
書
序
に
大
師
一
誌
を
三
篤
と
し
℃

ゐ
る
の
に
も
知
ら
れ
る
や
う
に
、
大
盟
諸
は
元
来
三
策
で
あ
っ
た
、
が
、
伏
生
・
孔
壁
及
び
後
得
の
各
大
誓
は
何
れ
も
此
の

三
篇
の
完
本
で
は
な
く
、
僅
に
上
下
の
二
篤
充
け
で
、
従
っ
て
命
番
大
伴
・
鷲
一
仲
侵
の
封
策
か
ら
、
司
馬
遼
・
馬
一
般
等
の

結
局
此
の
二
篤
に
止
る
も
の
で
あ
b
、
他
の
誇
徳
一
記
で
、
例
へ
ば
司
馬
相
知
の
封
職
者
や
淡
蓄
の
宴
敬
俸

に
無
い
所
の
大
誓
の
引
用
文
は
、
残
侠
し
た
中
篇
で
あ
る
と
論
じ
、
大
誓
一
街
素
有
の
論
に
よ
ハ
ノ
て
、
太

逸
大
誓
匂
と
を
一
気
に
解
決
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
街
加
物
亮
も
亦
史
記
e

謀
説
問
の
記
事
を
信
ず
る
mm
か

、
誌
に
は
婆
文
志
の
今
文
綬
二
十
九
篇
の
自
注
に
、

-L.‘ 
/'¥ 
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大
小
夏
魚
二
家
、
欽
間
協
経
三
十
一
巻
、

と
あ
る
の
は
、
散
防
氏
の
方
が
先
に
感
官
に
立
ち
乍
ら
大
小
一
夏
余
を
前
に
記
る
し
て
ゐ
る
結
か
ら
見
て
、
二
十
九
容
は

明
か
に
伏
住
所
俸
の
各
殺
で
、
容
と
箔
と
は
全
く
閉
じ
に
遜
ず
る
の
で
あ
?
夕
、
旦
ハ
/
孔
安
州
側
、
か
校
設
問
し
た
時
代
、
人
寸
文

大
和
訟
に
つ
い
て
何
等
言
及
し
て
ゐ
な
い
姑
か
ら
凡
て

3

後
得
訟
の
有
る
に
も
係
ら
ず
、
今
文
古
文
は
何
れ
も
初
か
ら
火

い
祝
日
が
有
っ
た
と
す
る
。
但
突
の
大
統
一
パ
は
貌
淑
の
論
の
採
に
、
今
古
文
共
に
残
続
本
で
、
残
欽
の
時
期
は
と
一
一
一
一
口
へ
段
、
実

比
一
教
の
焚
ふ
件
以
前
代
在
っ
た
も
の
で
、
彼
の
苛
潟
濯
や
斑
国
が
引
3
'
m
r
ら
均
一
線
、
が
疑
っ
ち
八
一
放
の
も
の
は
、
皆
此
の
残
飲

の
徐
に
出
る
も
の
、
だ
と
J
d
ふ
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
大
都
一
日
素
存
の
訟
は
、
伏
生
今
文
も
さ
孔
壁
古
文
も
共
に
最
初
か
〉
b
大

析
す
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
が
、
諸
体
記
代
引
用
品
れ
だ
文
字
の
解
蒋
に
営
つ
て
は
、

一
は
劉
向
父
子
の
後
符
の

記
事
代
何
等
か
の
意
味
で
誤
b
、
が
あ
る
と
し
、

一
一
は
先
秦
に
残
紋
し
か
ん
大
桁
古
川
の
逸
文
で
あ
る

u

と
す
る
訪
に
於
て

4

多
少
の

相
逮
が
あ
る
。

以
上
伏
生
付
帯
の
給
自
治
数
に
関
し
て
一
ニ
類
の
訟
を
路
越
し
た
。
此
の
三
訟
は
犬
々
面
白
を
具
に
す
る
も
の
が
有

る
、
が
、
此
庭
比
一
計
ら
ず
も
一
つ
の
共
通
知
を
持
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
孔
鐙
古
文
代
就
い
て
は
、
一
一
一
者
共
必
ら
ず
大
誓
有

b
と
す
る
見
地
で
あ
る
。
先
づ
窓
棟
等
は
深
く
古
文
を
信
ず
る
の
で
、
殆
ん
ど
孔
桜
一
古
文
に
つ
い
て
は
論
及
し
て
ゐ
な

ν、
。

そ
し
て
古
文
符
帯
を
五
十
八
篇
(
新
論
・
別
録
)
又
は
五
十
七
稿
(
渓
弁
護
文
志
良
注
)
と
す
る
の
は
、
今
文



二
十
八
お
に
大
容
一
一
…
絡
を
加
へ
、
日
決
に
盤
康
を
三
筋
と
し
、
厳
命
・
康
玉
之
誌
を
二
お
と
し
た
三
十
回
線
に
、
逸
十
六

籍
中
か
ら
九
北
〈
九
絡
を
分
出
し
た
二
十
四
錦
そ
加
へ
た
も
の
、
或
は
共
れ
か
ら
武
成
銘
一
絡
を
除
い
た
も
の
だ
と
考
へ

る
。
邸
ち
孔
後
古
文
に
は
一
冗
か
ら
大
誓
三
錦
、
が
有
ク
だ
と
す
る
。
若
し
孔
畿
中
に
大
紘
一
同
一
ニ
篇
が
有
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

伏
生
今
文
山
s

に
無
い
此
の
大
替
、
が
滋
ナ
ム
ハ
結
中
に
入
ら
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
と
一
一
一
一
口
ふ
と
、
之
に
謝
し
て
江
盤
は
、
孔

安
協
の
校
者
の
時
に
は
一
慨
に
後
符
大
警
が
問
中
官
に
立
り
て
ゐ
て
、
常
時
の
今
文
二
十
九
結
中
の
一
存
在
と
な
り
て
ゐ
た

か
ら
だ
と
述
べ
て
ゐ
る
。
此
の
解
結
か
ら
見
る
と
、
是
等
の
人
々
は
後
符
大
一
紘
一
山
は
必
ず
異
古
文
だ
と
し
て
少
し
も
疑
は

衣
い
。
只
段
一
七
一
裁
等
は
後
符
大
誓
と
孔
控
古
文
大
警
と
の
悶
に
は
多
少
の
次
宇
の
差
は
あ
ク
て
、
治
決
の
誇
徳
一
記
に
引

か
れ
て
ゐ
る
も
の
と
、
後
淡
の
持
融
鄭
玄
以
下
の
述
べ
た
も
の
と
の
相
逮
等
、
が
是
で
あ
る
と
解
く
。
次
に
二
十
九
続
出
s

脊
ぃ
除
、
が
一
M
M
m

あ
ク
だ
と
す
る
訟
は
、
前
越
の
採
に
{
川
良
質
は
二
十
八
街
訟
に
近
い
の
で
あ
る
か
ら
、
伏
生
寺
と
孔
壁
古
文

と
の
関
係
に
於
て
も
殆
ん
ど
同
様
で
あ
る
。
卸
ち
朱
券
奪
は
、
渓
蓄
の
儒
林
俸
に
司
馬
惑
が
孔
安
図
に
つ
い
て
同
学
ん
だ

と
あ
る
記
事
に

い
て
、
史
一
誌
に
裁
せ
ら
れ
て
ゐ
る
大
苓
は
累
古
文
だ
と
し
、

又
隊
誇
棋
は
廷
に
劉
向
が
校
設
問
し
た
時

の
記
録
で
あ
る
別
総
に
古
文
を
五
十
八
錦
之
記
る
し
、
日
一
ク
許
慌
の
訟
文
は
古
文
子
一
体
へ
乍
ら
共
の
中
に
大
知
吉
田
が
有
る

結
よ

b
凡
て
、
孔
ω
伎
十
け
文
に
大
い
革
問
、
が
有
っ
た
と
一
一
一
口
ふ
の
は
事
寛
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
ふ
。
最
後
の
大
誉
士
一
糸
有
の
設
は
、
立
(
の
古

文
に
関
す
る
構
想
に
於
て
、
銃
一
に
孔
壁
古
文
民
大
缶
詰
篇
の
存
在
し
て
ゐ
た
乙
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ね
も
の
で
あ
る
。
但

宅
奇
齢
は
来
替
の
係
γ
リ
文
を
信
ず
る
傾
向
に
於
℃
甚
だ
難
勃
を
持
り
て
ゐ
る
が
、

王
引
之
の
伏
生
二
十
九
篇
誌
は
、
白

ザム崎/、、



ノ¥

四

ら
古
文
中
に
も
大
法
甲
山
一
第
が
有
り
た
と
の
主
張
と
な
b

J見
に
は
大
一
世
一
一
一
山
後
得
の
設
を
以
っ
て
訣
b
で
あ
る
と
ヨ
へ
論
じ

貌
源
・
筒
朝
亮
は
共
に
大
警
の
先
秦
残
紋
訟
を
玖
b
乍
ら
も
、
伏
生
・
孔
獲
の
南
大
一
割
高
は
全
く
向
じ
も
の
で
あ
る
と
結

論
す
る
。
之
を
要
す
る
に
、
以
上
三
系
統
の
所
論
は
、
伏
生
今
文
に
関
し
て
は
夫
々
兵
っ
た
主
張
を
持
っ
て
ゐ
る
が
、

孔
俊
古
文
代
大
誓
、
が
有
り
だ
と
す
る
黙
で
は
、
金
く
共
の
見
解
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
孔
桜
一
古
文
の
第
自
に
つ
い
て
の
吟
味
は
、
や
が
て
大
誓
問
題
に
関
し
て
の
再
検
討
と
な

b
、
共
の
結
果
は
、

必
庭
に
伏
今
一
今
文
・
孔
桜
一
古
文
の
何
れ
に
も
大
蓄
は
無
か
っ
た
と
の
議
論
ど
生
じ
た
。
そ
れ
は
部
ち
願
命
・
康
王
之
詰

の
分
絡
の
訟
で
あ
る
。

(
ニ
)
、
伏
生
ニ
十
九
篇
説

立
λ

の
三
、

(
顧
康
分
篇
説
)

伏
生
命
議
二
十
九
続
中
、
顧
命
・
康
王
之
誌
が
夫
々
一
筋
と
し
て
存
在
し
、
従
っ
て
大
野
一
甲
山
は
共
の
中
に
無
く
、
市
…
…
内
序

も
亦
一
筋
と
し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
怨
る
も
の
に
、
劉
逢
総
(
向
治
問
今
古
文
集
解
)
襲
自
珍
(
太
一
官
官
公
口
問
)
皮
錫

務
ハ
虫
n
経
遜
込
一
側
、
古
文
命
者
完
諮
卒
議
)
m
w
瑞
彰
(
太
一
官
官
決
疑
)
等
が
有
る
。
襲
自
珍
は
、
大
掛
一
一
時
代
就
い
て
の
紛
々
の

議
論
は
、
皐
党
第
自
に
到
す
る
考
察
の
不
備
と
、
後
符
訟
の
妄
信
と
、
孔
安
協
@
司
馬
還
の
体
経
上
の
交
渉
か
ら
史
記

の
m
川
本
紀
の
文
宮
古
文
、
だ
と
信
ず
る
乙
と
L
の
三
つ
か
ら
生
ず
る
も
の
だ
と
し
、
共
の
積
極
的
な
主
張
に
於
で
は
、
百

鰯
の
者
序
に
も
見
る
様
に
、
願
命
と
康
王
之
誌
と
そ
分
け
る
の
は
孔
子
以
来
の
奮
態
で
、
後
来
彼
の
欧
州
初
氏
等
ば
、
伏

金
者
に
於
て
一
筋
と
な
り
て
ゐ
る
盤
炭
を
わ
ぎ
/
¥
分
け
て
一
一
一
銭
と
し
、
寺
山
汗
の
総
裁
に
従
は
う
と
す
る
の
に
、
潟
λ
ソ



伏
生
ば
か

b
が
脅
序
に
こ
お
と
な
っ
て
ゐ
る
願
命
と
康
一
五
之
詑
と
を
併
せ
て
一
筋
と
す
る
卸
一
向
、
が
な
い
。
若
し
伏
牛
一
が

来
し
て
願
・
康

E
A日
伯
仰
と
し
た
と
な
る
と
、
一
般
康
分
お
の
姿
は
馬
融
@
郷
支
に
始
ま
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
が
、
馬
鄭

は
何
に
校
様
子
}
求
め
て
二
総
を
分
け
た
の
か
。
立
つ
》
〈
詐
序
に
於
て
北
(
の
ふ
似
を
別
に
す
る
も
の
が
、
却
て
伏
生
に
於
て
尖

の
お
を
伺
じ
く
す
る
と
古
川
ふ
と
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
と
し
て
、
一
党
に
伏
生
今
文
は
大
抵
抗
お
無
し
で
二
十
九
絡
で
な
け
れ

ば
な
〉
b
な
い
と
す
る
。
然
ら
ば
後
符
大
容
の
密
口
同
は
と

ふ
に
、

後
符
大
知
甘
い
は
故
北
川
雅
記
の
類
に
は
相
違
な
い
、
が
、
恐

く
は
阪
均
一
体
紋
の

っ
た
様
に
汲
…
涼
迭
問
川
お
か
、
又
は
そ
れ
に
近
い
穏
類
の
も
の
で
、
伏
生
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
ら

う
、
何
と
な
れ
ば
、
劉
向
父
子
、
が
徳
一
へ
る
所
の
後
符
火
器
商
議
訟
の
博
士
宮
考
へ
て
M
M
る
の
に
、
武
帝
の
時
代
は
友
余
は
未

だ
務
官
に
立
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
此
の
博
士
は
伏
生
の
弟
子
と
は
関
係
の
無
い
も
の
で
、
中
に
は
後
枠
内
十
出
の
訟
を
立
℃

る
も
の
も
有
る
に
は
有
る
、
が
、
落
仲
併
は
っ
斡
臼
L

と
迷
ぺ
て
ゐ
て
大
替
と
は
し
て
ゐ
な
い
劫
か
ら
凡
て
、
後
符
文
ど

認
め
て
火
器
バ
と
し
た
時
期
は
、
や
は

b
武
帝
の
末
年
に
在
る
と
考
へ
ら
れ
る
と

ふ
。
此
の
論
は
絡
に
は
験
問
防
@
大
小

友
一
ゑ
北
(
に
全
く
増
絡
の
と
と
無
し
と
の
主
張
に
ま
で
延
び
て
来
る
。
皮
錫
瑞
は
イ
〈
王
引
之
の
訟
に
も
と
守
つ
い
て
二
十
九

銘
存
序
の
論
争
)
排
し
、
襲
白
珍
の
論
か
ら
採
ク
て
大
一
官
官
索
有
の
設
を
駁
し
、
結
果
願
康
分
総
訟
に
到
達
し
た
が
、

t=l 
/、

契

氏
が
夏
余
歓
陽
に
増
篇
な
し
と
す
J

ゅ
の
に
は
俄
に
は
賛
成
し
な
い
で
、
誇
馬
法
の
史
記
は
欧
陽
命
守
的
ち
伏
生
本
に
よ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
史
記
の
関
川
本
紀
代
っ
作
願
命
、
作
康
誌
に
と
あ
る
の
に
必
れ
ば
、
伏
生
命
誌
が
願
命
と
康
王
之

諮
と
を
分
け
て
二
綜
と
し
て
ゐ
だ
之
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
ぞ
れ
が
験
問
腕
友
ゑ
氏
の
持
に
な
っ
て
会
し
て
一
総
と
さ
れ
た

央
広



六
六

の
は
、
後
初
特
大
娘
一
誌
が
一
筋
と
し
て
援
入
し
イ
レ
来
た
魚
で
、

つ
ま

b
同
じ
く
二
十
九
篤
と

っ
て
も
、
伏
生
が
得
た
二
十

九
篤
と
一
友
魚
氏
の
二
十
九
銭
と
は
、
共
の
内
容
第
呂
に
遠
び
が
あ
b
、
大
誓
絡
は
伏
生
今
文
に
も
孔
佼
古
文
に
も
な
い

も
の
が
後
得
の
後
に
於
て
援
入
し
た
も
の
で
、
然
も
後
得
大
松
一
一
日
は
異
の
大
誓
で
は
な
い
、
従
ク
て
向
者
大
俸
に
引
か
れ

だ
大
警
の
章
句
は
、
安
は
遂
に
大
誓
の
作
者
が
大
体
等
か
ら
辞
め
た
も
の
に
過
ぎ
ま
い
と
結
論
す
る

E

日
疋
等
の
論
は
、

近
時
郊
瑞
彰
に
よ
っ
て
文
に
詳
総
代
論
及
さ
れ
た
。

H山
中
山
}
仰
が
か

V
九
j

z
l
γ
戸
d
L
Jや

fν

ム
所
は

E

伏
生
命
治
刊
に
は
元
米
大
抵
一
一
一
向
は
無
く
て

E

忠
一
人
民
代
立
て
〉
b
れ
が
ん
今
文
経
は
、
支
は
伏
生
容
に
後
初
仔

の
河
内
本
大
一
帯
を
附
け
加
へ
た
も
の
で
あ
b
、
又
孔
傑
一
古
文
に
於
℃
も
歩
、
の
始
に
は
大
知
一
一
向
は
無
く
て
、
中
私
に
戒
-
哀
れ

て
ゐ
た
古
文
に
後
か
ら
後
符
河
内
本
大
訟
は
そ
附
加
し
た
も
の
で
、
然
る
後
に
始
め
て
伏
生
今
文
に
も
孔
御
一
古
文
に
も
大

誓
が
有
る
様
に
な
っ
た
の
だ
と
す
る
。
印
ち
皮
錫
瑞
の
誌
に
沿
っ
て
、
然
も
欧
陽
一
反
然
並
に
古
文
向
官
に
如
何
に
し
℃

大
誓
が
ん
口
入
さ
れ
た
か
の
過
積
に
論
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
訟
の
川
小
川
後
姑
は
前
に
も
述
べ
た
越
肢
の
設
子
注
(
膝

文
公
)
比
あ
っ
て
、
越
肢
が
古
向
者
と
い
お
っ
た
の
は
孔
子
の
口
県
大
容
で
、
今
の
命
令
と

っ
た
の
は
、
来
匹
、
の
所
体
本

を
今
文
古
文
に
一
弘
別
知
県
く
併
稀
し
た
も
の
で
あ
る
。
時
に
は
越
肢
は
古
文
を
凡
て
ゐ
な
い
と

J

一
一
川
ム
人
も
あ
る
が
、
高
卒

仇
舶
の
注
に
逸
ん
仙
の
舜
山
地
(
の
自
を
翠
げ
て
ゐ
る
姑
か
ら
M

刈
れ
ば
、
越
肢
が
古
文
を
凡
て
ゐ
な
い
と
は

へ
な
い
。
越
注
の

本
義
は
、
大
切
ぬ
刊
に
於
て
は
、
今
古
文
部
況
の
読
初
日
す
る

mm
は
皆
後
符
河
内
本
で
あ
る
と
の
謂
び
で
あ
る
と
し
、

一
正
充
の
論
衡
に
は
、
或
は
二
十
九
銘
と

マ
〈
他
国

ひ
、
或
は
二
十
鈴
一
一
川
と
や
日
ふ
も
の
、
が
あ
る
が
、

此
の
前
者
に
は
放
然
た
る
町
一



別
が
あ
b
、
一
一
十
九
銭
と
を
悶
ム
の
は
後
得
大
誓
を
含
ん
だ
も
の
で
あ

b
、
二
十
徐
給
と
一
一
一
一
口
ふ
の
は
、
伏
生
本
経
の
大
昔

を
除
い
だ
二
十
九
銭
の
も
の
を
指
す
の
だ
と
言
ふ
。
此
の
伏
生
今
文
は
大
誓
無
し
で
二
十
九
錦
、
だ
と
の
主
張
は
、

-Hら

可
〈
願
此
成
分
舗
の
設
に
落
着
す
る
。
奴
又
孔
箆
古
文
に
も
大
替
、
が
無
い
と

ふ
の
は
、
先
づ
孔
控
の
逸
十
六
絡
に
つ
い
℃

考
へ
て
凡
る
の
に
、
佐
の
十
六
鈎
は
今
文
に
無
い
も
の
で
あ
る
か
ら
蛍
然
組
一
人
尽
に
立
つ
可
さ
筈
で
あ
る
。
そ
れ
が
友
た

な
か
ク
だ
の
は
締
法
が
無
か
っ
た
か
ら
で
、
若
し
締
法
の
無
い
十
六
結
以
外
に
大
誓
が
あ
b
、
然
も
伏
生
命
惑
に
扶
け

て
ゐ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
大
い
耐
震
は
後
待
河
内
本
を
待
た
ず
に
夙
に
感
官
に
立
つ
可
主
管
で
あ
る
。
前
(
に
又
東
山
当
日
の
向
山
阿

問

は
儲
古
文
で
は
あ
る
が
、
其
の
五
十
八
絡
の
節
目
は
、
今
文
の
錦
呂
と
逸
治
と
の
外
代
、
別
代
大
誓
三
給
を
数
へ
て
ゐ

る
0

札
一
品
は
俗
作
者
、
が
大
奪
三
錦
、
が
孔
壁
本
で
無
い
乙
と
を
知
っ
て
ゐ
だ
か
ら
で
あ
b
、
交
代
説
の
正
始
石
経
命
令
の
懐

る
所
は
孔
盛
一
本
で
あ
る
が
、
之
は
三
十
一
筋
で
あ
ク
て
、
逸
話
及
び
大
誓
は
之
に
鼠
〈
つ
℃
ゐ
な
い
と
断
定
す
る
。
放
に

孔
桜
一
古
文
に
も
亦
大
銃
一
同
紙
一
し
と
す
る
外
は
な
い
。
肢
に
伏
生
・
孔
畿
北
〈
代
大
一
抵
抗
無
し
と
す
る
な
ら
ば
、
諸
体
記
、
に
引
か

れ
た
所
と
後
符
の
大
統
一
一
月
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
市
民
は
之
を
専
ら
向
者
続
中
ゑ
に
践
し
て
ゐ
る
。
邸
ち
河
内

本
が
献
上
さ
れ
な
い
以
前
に
作
ら
れ
た
筒
脊
大
体
・
史
記
の
お
策
鈴
?
に
引
か
れ
て
ゐ
る
太
誓
の
文
の
一
組
本
は
、
恐
く
は

中
余
で
、
後
符
河
内
木
・
も
、
陰
陽
五
行
悼
す
に
昭
一
し
て
亦
明
か
に
中
余
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
く
大
容
の

文
と
都
し
乍
ら
、
時
に
異
文
が
見
は
れ
る
の
は
、

一
り
に
は
武
帝
以
前
の
没
俸
の
中
余
、
が
一
本
に
止
〉
b
な
い
乙
と
、
可
〈

一
り
に
は
命
議
大
徳
以
下
、
が
掻
く
中
余
に
よ
る
と
も
一
一
一
一
口
へ
な
い
か
ら
で
、
換
一
一
一
一
閃
す
れ
ば
、
大
誓
と
務
さ
れ
る
も
の
¥
中

六
七
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に
は
中
ゑ
@
大
体
@
史
記
@
欧
陽
本
・
大
小
変
余
本
e
支
譲
一
枚
本
@
馬
注
本
e
鄭
詑
本
@
王
注
本
。
中
私
減
河
内
原
本
等
が
有
る

か
ら
で
、
大
経
一
悼
の
異
文
も
決
し
て
之
を
孔
壁
古
文
と
す
る
乙
と
は
出
来
な
い
と
設
く
。
之
を
妥
す
る
に
、
伏
生
今
文
@
孔

壁
古
文
共
に
大
誓
付
税
し
と
す
る
設
に
於
て
広
、
大
野
一
誌
の
後
得
手
二
信
じ
、
史
記
談
室
田
の
伏
生
二
十
九
銭
の
記
事
を
是
認
し
、

立
つ
願
命
と
康
王
之
詑
と
、
が
分
銭
と
し
て
犬
々
の
位
地
を
持
つ
乙
と
に
よ
っ
て
、
伏
生
に
も
孔
伎
に
も
大
経
一
誌
は
無
か
っ

だ
と
主
援
す
る
の
で
あ
っ
て
、
共
の
後
符
大
抵
抗
叫
に
つ
い
て
の
意
見
は
大
控
に
於
て
之
を
係
大
誓
と
見
、
仏
仙
の
偽
大
誓
、
が

後
に
な
っ
て
、
獄

b
伏
生
今
文
に
の
み
で
無
く
孔
俊
古
文
に
も
援
入
し
た
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

〈
一
)
、
〈
品
川
略
)
史
紋
共
事
‘
作
氏
五
之
靖
、
伏
生
以
此
筋
合
於
願
命
、
北
ハ
混
一
策
‘
後
人
知
北
ハ
不
可

4

分
間
溺
二
、
お
ん
郷
玉
木
、
此
篇
自
心
山
内

組
系
命
己
上
‘
内
於
阪
命
之
第
、
ま
若
田
己
下
、
始
銭
康
王
之
諮
，
一
五
々
(
山
川
書
正
義
各
十
九
)

士
一
)
，
成
主
脱
出
、
二
公
務
誇
供
‘
以
太
子
知
見
於
先
王
殿
‘
申
告
以
文
王
武
王
之
所
以
匁
玉
栄
之
不
易
、
務
在
節
倹
‘
母
多
欲
‘
以
篤

信
協
之
、
作
願
命
、
太
子
鈴
遂
立
，
是
匁
俊
王
、
康
五
郎
位
，
…
術
告
誇
侯
、
宣
告
以
文
武
之
栄
、
以
中
之
‘
作
成
弘
山
、

r¥ 

史
詑
)~司

J

入

3

J

J

，1
0帆で

(
一
号
、
品
川
知
従
之
飽
十
時
、
強
符
二
十
徐
第
、
伏
生
死
尖
事
故
二
十
九
第
溺
丸
、

(
論
衡
正
校
一
篇
)

〈
問
)
、
総
鈎
之
作
俄
也
、
以
向
序
筑
間
各
，
各
組
(
引
け
制
限
渉
‘
不
能
資
漏
出
み
設
、
若
北
九
第
数
，
仇
お
五
十
八
、
計
存
第
一
一
一
十
三
、
抱
一
第
二
十

寸
枚
氏
割
存
籍
中
抱
一
ん
兆
円
波
陶
諜
ニ
籍
、
以
繋
ぬ
一
筋
舛
呉
川
抗
桜
二
目
，
遂
設
存
第
喰
二
‘
市
ぬ
一
篇
減
二

J

総
数
五
十
五

占一，別
加
太
警
一
一
…
矯
‘
錦
五
十
八
策
、
〈
太
誓
決
疑
〉



個岡.幽.、

以
上
回
系
列
の
主
張
は
、
伏
生
命
者
の
総
数
を
中
心
と
し
て
¥
清
係
の
大
知
首
位
川
代
関
す
る
所
訟
を
整
理
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
之
錯
す
の
主
張
は
上
越
の
様
、
代
犬
ム
ザ
呉
る
も
の
、
が
あ
b
、
各
校
は
又
自
ら
他
訟
に
封
す
る
論
駁
を
持
っ
て
ゐ
る
。

仏
仰
の
様
に
複
雑
な
大
法
一
雨
的
加
の
問
題
は
、
俄
代
は
解
決
出
来
手
ラ
に
も
な
い
。
が
然
し
此
慮
に
我
ん
ザ
は
一
つ
の
面
白
い
関

係
争
}
後
見
す
る
。
そ
れ
は
上
の
四
訟
に
は
一
つ
の
共
遜
始
、
が
あ
る
。
部
ち
孔
安
図
、
が
古
文
を
以
っ
て
今
文
を
考
し
た
と

の
波
書
の
記
事
の
容
認
で
、
然
も
此
の
事
賞
の
上
に
立
っ
て
、
大
山
町
一
雨
後
符
訟
を
め
ぐ
る
孔
時
一
古
文
と
伏
生
今
文
と
の
相

互
関
係
、
が
如
何
に
あ
る
か
と
一
一
一
一
口
ふ
と
と
が
、
此
の
四
訟
の
岐
れ
自
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
ム
乙
と
で
あ
る
。
換
一
一
一
一
閃
す
れ
ば
、
以
上

の
四
訟
は
、
伏
生
今
文
に
於
け
る
大
い
官
官
有
無
の
論
と
、
孔
壁
古
文
に
於
け
る
大
法
一
市
有
無
の
払
酬
と
の
組
合
せ
的
な
主
張
に

記
ず
る
の
に
、
後
符
大
誓
の
真
偽
の
問
題
を
以
つ
で
し
た
も
の
で
あ
る
。
邸
ち
伏
生
命
幸
二
十
八
筋
設
と
、
伏
生
命
者

一
一
十
九
篇
有
序
の
設
と
は
、
何
れ
も
伏
生
今
文
に
は
大
折
一
一
筒
、
が
無
く
て
、
孔
壁
古
文
に
は
大
都
宮
、
が
有
b
、
然
も
後
初
特
大
い
す
一
甲
山

は
翼
の
大
統
一
甲
山
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
b
、
伏
生
命
帯
二
十
九
籍
、
大
誓
索
有
の
設
は
、
伏
生
今
文
・
孔
壁
古
文
の
何

れ
に
も
大
誓
が
有
b
、
五
つ
後
得
大
山
官
官
も
亦
累
大
缶
詰
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ

b
、
又
伏
生
命
幸
二
十
九
錦
、
際
⑨
炭

分
鎗
の
設
は
、
伏
生
今
文
・
孔
壁
古
丈
の
何
れ
に
も
大
一
習
は
無
く
、
共
の
上
後
得
大
一
官
官
は
偽
大
法
誌
で
あ
る
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
倦
ふ
に
伏
生
孔
獲
の
大
誓
篇
有
無
に
関
し
て
想
定
し
得
る
組
-
令
せ
は
四
つ
で
、
以
上
の
他
に
も
ラ
一
つ
、
大

警
は
伏
生
に
有
っ
て
孔
駿
一
代
無
か
っ
た
と
の
一
紘
一
閥
、
が
想
定
遣
れ
る
が
、
仏
ん
の
訟
は
今
ま
で
全
く
無
い
も
の
で
、

又
安
際
之

九



"と。

が
構
成
さ
れ
得
る
後
件
は
、
孔
安
協
の
校
設
m
の
事
支
に
昭
一
し
て
、
会
く
無
い
と

ば
ね
ば
な
ら
ね
。
若
し
此
の
一
設
が

会
く
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
伏
生
・
孔
経
一
の
関
聯
に
於
℃
残
る
も
の
は
、
上
越
の
三
類
、
だ
け
で
あ
る
。

然
る
に
此
の
三
類
の
中
で
も
、
先
づ
第
一
に
、
大
一
官
官
は
孔
怨
小
に
有
っ
て
伏
生
に
無
い
と
の
一
関
聯
は
、
殆
ん
ど
存
在

の
絵
地
の
鉱
山
乙
と
が
解
る
。
何
と
な
れ
ば
、
上
迷
の
伏
生
二
十
八
街
並
に
二
十
九
結
有
序
の
訟
に
於
て
、
之
等
は
何

れ
も
談

b
と

は
ね
ば
な
ら
ね
か
ら
で
あ
る
。

拘
ー
伏
生
二
十
八
紘
設
の
起
b
b
ι

歴
史
的
に
零
掠
る
な
ら
ば
、
偽
孔
新
設
子
話
一
に
淡
守
の
州
制
改
悼
の
民
地
一
の
注
で
あ
る

が
、
疫
機
は
恐
く
は
偽
孔
議
事
ど
襲
っ
た
も
の
と
忠
は
れ
る
か
ら
、

明
確
に
は
偽
孔
叢
子
に
現
れ
た
も
の
が
最
も
古
い
様

で
あ
る
。
俗
孔
議
子
は
又
何
に
よ
っ
た
か
と

ふ
に
、
芸
品
し
商
漢
の
経
郎
、
が
好
ん
で
天
文
五
行
代
比
類
し
て
訟
を
立
て

だ
の
そ
、
税
体
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
俗
孔
議
子
に
は
、
伏
生
の
二
十
八
銘
は
二
十
八
宿
に
象
る
と

あ
る
、
が
、
之
は
論
衡
の
正
設
絡
に
、
北
斗
七
ん
仰
を
併
せ
て
仰
れ
れ
の
二
十
九
銘
に
比
類
し
た
の
か
ら
北
斗
を
除
い
た
も
の

で
、
何
が
故
に
北
斗
を
除
い
た
か
と
一
古
川
へ
ば
、
之
は
大
存
得
後
の
訟
に
従
つ
で
、
後
初
特
大
材
育
を
一
お
と
し
て
北
斗
に
充

て
、
北
斗
以
外
の
二
十
八
宿
を
伏
生
の
本
経
に
比
し
て
、
伏
生
今
文
二
十
八
都
の
訟
を
格
成
し
た
も
の
と
忠
は
れ
る
。

部
ち
二
十
八
は
後
人
の
臆
計
で
、
活
保
、
が
史
記
・
淡
片
一
ハ
の
二
十
九
お
の
記
録
か
ら
潔
白
な
く
一
絡
を
引
き
去
っ
て
、
伏

生
二
十
八
銭
の
訟
を
立
て
た
の
も
、
之
と
同
様
に
大
一
明
日
後
得
の
思
想
に
一
段
ら
れ
た
も
の
と
き
円
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
つ

て
史
記
・
淡
引
の
二
十
九
篇
訟
に
鈍
し
て
、
司
馬
遼
・
筑
間
、
が
後
よ
ら
迫
伎
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
く
の
も
、
滞
縫
の



読
と
品
一
一
口
ば
ね
ば
な
ら
ね
。

次
代
伏
牛
一
今
文
中
立
打
序
一
的
問
問
中
何

b
と
の
訟
は
、
先
づ
市
一
一
川
序
共
の
も
の
¥
仏
I

味
乞
必
要
と
す
る
が
、
伏
生
中
に
存
序
、
が

あ
っ
た
と
の
論
に
は
、
授
に
自
ら
一
つ
の
疑
問
が
あ
る
。
例
へ
ば
論
衡
の
向
者
二
十
九
筋
斗
ん
仙
の
設
に
於
て
、
常
時
今

文
百
篇
の
序
が
や
匂
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
恐
く
は
向
品
川
げ
を
以
っ
て
元
来
二
十
九
銘
と
し
て
斗
宿
に
比
類
す
る
乙
と
は
あ

る
ま
い
。
俄
b
に
又
限
式
持
政
の
設
の
様
に
今
文
書
序
の
存
在
を
肯
定
し
た
と
し
て
も
、
者
序
を
一
筋
と
し
た
と
は
考
へ

ら
れ
な
い
。
共
の
放
は
、
殺
の
淡
非
保
林
俸
の
張
新
偽
作
の
記
事
に
於
て
、
二
十
九
銘
を
分
折
令
し
て
数
十
と
し
、

又

京
氏
俸
・
治
川
序
ど
雑
え
采
っ
た
と
あ
る
の
は
、
白
然
二
十
九
結
中
に
序
、
が
一
筋
と
し
て
存
在
す
る
答
の
無
い
設
擦
で
あ

る
。
今
又
交
代
一
歩
を
譲
っ
て
、
張
扇
の
偽
作
一
は
後
得
大
誓
の
A
W
入
後
に
在
っ
て
、
時
代
序
は
経
よ

b
除
か
れ
て
ゐ
光
、

後
符
以
前
は
二
十
九
銘
の
中
に
在
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
溺
立
し
た
一
各
で
は
な
く
て
、
多
く
の
ゆ
一
一
円
に
見
る
様

回

に
怨
米
に
併
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
は
一
一
一
一
ロ
へ
な
い
。
(
願
安
@
禁
丈
志
議
疏
〉
是
等
よ

b
推
し
て
、
立
つ
又
此
の

設
は
伏
生
の
本
経
に
関
し
て
は
佑
二
十
八
銭
訟
で
、
前
述
の
伏
生
二
十
八
第
訟
と
類
を
向
う
す
る
も
の
で
あ
る
よ
b
凡

て
、
恐
く
は
之
も
亦
等
し
く
大
誓
後
得
の
訟
に
誤
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

婆
す
る
に
、
伏
生
今
文
の
本
経
を
二
十
八
篤
と
す
る
の
は
、
何
れ
も
大
法
活
後
符
の
訟
に
設
ま
ら
れ
た
も
の
に
相
設
な

い
の
で
あ
る
、
が
、
交
代
一
般
に
、
殺
の
増
多
十
六
策
中
に
大
誓
、
が
無
く
て
、
併
も
孔
燈
一
に
大
い
官
官
が
有
っ
た
と
見
、
大
苓

の
後
符
の
一
期
、
が
武
帝
の
末
年
又
は
笠
滑
の
時
と
見
る
浪
'
夕
、
孔
安
図
校
事
一
官
の
事
寅
は
、

m似

b
に
も
伏
生
命
設
問
中
に
大
誓

七



と

篇
鮭
…
し
と
す
る
乙
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
大
一
紘
一
一
議
が
孔
径
十
け
文
に
有
っ
て
伏
牛
一
今
文
に
な
い
と
の
一
系
列
弘
、

会
く
一
存

在
の
徐
地
、
が
な
い
。
若
し
孔
俸
宥
b
伏
生
保
…
し
と
の
設
が
成
b
立
た
ね
と
な
れ
ば
、
後
代
残
る
も
の
は
、
孔
俊
e

伏
生

共
に
大
一
w
y
h

有
b
の
論
と
、
孔
株
一
…
・
伏
生
北
(
に
大
い
す
す
同
銀
…
し
と
の
論
、
だ
け
で
あ
る
。

(
己
、
孔
減
阻
(
品
川
審
問
、
城
間
同
信
書
二
十
八
第
‘
取
象
二
十
八
終
予
謂
然
石
一
然
也
、
何
闘
方
文
乃
自
庁
第
邪
‘
(
孔
菜
子
建
設
一
子
)

(
二
)
、
話
時
製
者
制
約
‘
向
設
問
唯
有
二
十
八
務
、
不
知
本
有
百
第
，
(
浅
脊
劉
散
保
町
民
茂
一
応
)

ハ
一
三
、
或
訟
‘
向
笠
間
二
十
九
第
者
、
法
北
斗
七
宿
弘
、
間
七
二
十
八
第
、
共
一
日
斗
ム
犬
、
故
二
十
九
、
(
論
衡

J

比
一
説
篇
)

〈
四
¥
凡
人
的
f

古
女
笠
間
序
‘
成
附
於
求
事
典
泰
一
管
合
銭
一
各
也
，
欧
陽
一
純
一
一
一
十
二
篇
者
‘
盤
庚
分
銭
三
、
又
株
主
同
序

J

川
口
匁
一
容
、
故
三
十
二
、

然
序
'
h

川
…
禁
句
、
故
欧
間
防
宰
何
的
止
三
十
一
各
事
此
可
特
別
伏
生
今
女
静
一
一
日
序
不
月
椋
篇
之
詮
一
也
‘
馬
鄭
之
徒
、
百
第
之
序
総
伐
一
港
、

此
亦
可
怨
孔
防
止
古
女
致
問
序
不
牙
椋
第
ア
援
二
也
、
故
番
序
口
刀
杭
筑
第
存
、
後
部
J
/
卓
也
、
揚
子
法
一
一
一
一
口
序
附
米
第
、
此
非
妨
害
序
約

容
米
之
意
乎
、
〈
慌
害
対
挫
丈
志
議
琉
〉

然
る
に
大
苓
索
有
の
設
も
、
甚
だ
多
く
の
難
知
を
持
ク
て
ゐ
る
。
第
一
大
将
は
必
ら
ず
伏
生
命
令
巾
s

に
在
る
可
し
と
の

積
桜
的
な
主
張
の
校
擦
が
ん
撚
い
。

へ
ば
一
士
山
之
の
十
二
章
の
主
張
に
於
て
も
、
大
い
草
川
十
日
系
宥
の
怨
に
大
い
に
鉾
じ
た
様

に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
安
は
反
乱
伐
宍
の
大
評
に
有
る
旬
、
が
、
伏
待
以
後
・
後
符
以
前
の
誇
侮
記
に
引
か
れ
て
ゐ
る
の
よ

b
推
し
て
、
伏
生
に
も
亦
大
均
一
引
が
有
る
可
主
だ
と
す
る
治
械
的
な
論
携
に
止
る
も
の
で
、
伏
生
乙
7

セ大統一一日有
b
と
の
積

核
的
な
現
論
は
殆
ん
ど
な
い
。
般

b
k
有
っ
た
と
し
て
も
、
主
(
の
後
符
大
抵
抗
は
異
大
誓
か
潟
大
苓
か
。
之
に
針
し
て
上



越
の
伏
生
二
十
九
銭
大
誓
索
有
の
設
の
論
者
は
、
大
紙
日
間
後
符
の
訟
を
否
定
す
る
か
、
で
な
け
れ
ば
後
得
大
警
と
伏
生
今

女
・
孔
椴
一
古
文
の
中
の
炎
々
の
大
折
一
日
と
は
、
何
れ
も
異
の
大
撃
で
あ
る
と
す
る
。
大
誓
後
符
の
設
を
夏
め
て
み
一
く
否
定

し
去
る
と
設
ふ
乙
と
は
、
之
は
国
よ

b
大
騰
な
之
と
で
あ
る
、
が
、
後
符
大
統
一
一
一
向
と
伏
・
孔
二
太
一
官
官
と
、
が
同
じ
く
口
県
の
大
一
官
官

で
あ
る
と
す
る
乙
と
も
、
後
符
大
容
が
博
士
に
よ
っ
て
設
設
さ
れ
、
府
米
は
俸
を
起
さ
れ
ち
ん
と
一
一
一
一
口
ふ
七
銭
以
下
の
記
事
代

向
ク
て
、
甚
だ
鮮
さ
就
い
謎
を
か
け
る
も
の
で
、
共
の
結
果
は
、
大
桁
刊
し
い
後
符
訟
の
否
定
と
同
様
の
難
色
有
る
も
の
で
あ

る
。
加
之
、
貌
泌
・
筒
戟
亮
に
在
つ
て
は
、
交
代
孔
子
の
六
俗
説
門
に
於
け
る
十
川
大
皆
川
三
筋
の
存
在
設
か
ら
、
之
に
伶
ム

先
一
衆
残
快
投
へ
の
再
吟
味
を
要
す
る
。

校
伏
生
@
孔
昨
…
…
共
に
大
統
一
一
γ
一倍

b
と
す
る
の
訟
に
は
、
も
う
一
つ
の
主
張
、
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
後
符
大
析
な
を
然
大

材
育
と
す
る
一
つ
の
組
み
λ

併
せ
で
あ
る
。
仏
仙
の
想
定
は
来
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
一
一
一
一
ロ
ム
代
、
前
述
の
馬
一
般
の
存
序
に
説
れ

だ
大
一
抗
日
後
似
仰
の
治
怠
は
、
路
I

大
統
一
一
口
紅
偽
作
と
凡
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
符
大
窓
口
古
俗
と
す
る
乙
と
は
器

支
え
な
い
が
、
同
時
代
馬
融
@
鄭
玄
@
一
え
煎
等
の
後
淡
以
後
の
古
文
家
の
大
時
一
一
一
山
後
符
訟
は
、
但
に
武
帝
U

〈
は
宣
心
併
の
時
に

大
苓
が
後
得
手
れ
た
と
の
意
で
は
な
く
て
、
馬
@
郷
e
王
蛍
時
現
行
の
十
川
文
大
…
官
官
、
が
後
符
大
抵
一
日
で
あ
る
と
の
意
と
凡
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
之
に
よ
れ
ば
孔
絞
異
古
文
大
警
は
何
時
に
か
失
は
れ
て
、
共
の
代

b
代
後
得
偽
大
替
、
が
ん
口
入
手

れ
だ
と
考
へ
ま
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
若
し
伏
生
孔
獲
の
仰
れ
に
も
、
も
と
/
¥
奨
の
大
一
習
が
あ
っ
て
、
孔
安
凶
の
校

持
以
来
互
に
相
符
令
し
た
と
す
る
な
ち
ば
、
何
、
が
故
に
後
得
の
偽
大
一
応
部
、
が
今
ま
で
の
異
の
大
警
に
代
。
て
、
然
も
そ
れ

'ヒ



七
回

げ
か
今
文
に
於
て
の
み
で
無
く
孔
控
古
文
の
中
に
ま
で
ま
ハ
の
位
地
を
占
め
る
様
に
な
っ
た
か
。
此
の
黙
に
践
し
て
は
殆
ん

ど
、
説
明
が
つ
か
な
い
。
間
半
一
党
、
大
山
町
宮
内
総
加
は
伏
孔
共
に
始
め
よ

b
有
b
、
立
つ
後
初
符
は
偽
大
誓
で
あ
る
と
の
一
関
税
も
、

亦
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

此
く
の
如
く
に
し
て
大
都
一
一
同
素
有
の
設
が
全
く
否
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
大
桁
一
口
組
加
の
問
題
は
、
残
さ
れ
た
一
関
聯
、
部
ち

伏
生
・
孔
砂
川
共
比
大
一
世
一
れ
な
し
と
す
る
も
の
よ

b
外
に
跨
着
黙
は
な
い
。
彼
此
の
場
令
に
も
、
後
符
大
切
一
一
山
中
ピ
以

ο
て
、
或

は
異
と
し
或
は
偽
と
す
る
の
二
つ
の
揚
舎
が
考
へ
ら
れ
る
、
が
、

m似

b
に
後
符
を
異
大
誓
と
す
る

4

な
ら
ば
、
異
に
不
都
令

を
生
ず
る
。
第
一
は
、
局
融
の
一
一
一
一
日
の
荻
に
、
後
符
大
容
に
無
く
て
然
も
先
一
一
茶
の
諸
訟
に
一
度
I

徴
引
き
れ
て
ゐ
る
大
誓
文

の
説
明
で
あ
b
、
第
二
は
、
伏
生
以
後
・
大
い
背
後
得
ま
で
の
問
の
も
の
と
必
は
れ
る
詩
体
記
、
例
へ
ば
俗
世
間
大
停
・
史
記
・
淡

者
等
に
引
か
れ
て
ゐ
る
後
符
大
誓
と
一
致
す
る
命
訴
の
文
句
の
訪
問
別
で
あ
る
。
此
の
忽
に
は
、
第
一
代
詩
し
て
は
、
古

大
料
品
川
の
先
秦
残
侠
訟
を
立
て
る
か
、
第
二
に
謝
し
て
は
、
後
符
の
期
を
訂
正
し
て
、
早
く
諜
初
に
在
る
と
す
る
か
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
は
何
れ
も
難
か
し
い
と
と
で
あ
る
。
若
し
此
の
場
に
至
っ
て
後
得
を
葉
大
誓
と
す
る
乙
と
が
出
来

ぬ
と
な
れ
ば
、
後
は
伏
生
・
孔
桜
一
共
に
大
扮
一
日
無
く
し
て
、
然
も
後
得
は
偽
大
…
官
官
、
だ
と
す
る
一
関
聯
よ

b
外
は
無
い
の
で
、

氏
の
問
問
聯
に
到
し
て
積
極
的
な
駁
…
訟
の
立
た
な
い
限
p

夕
、
大
苓
絡
の
問
題
は
大
般
に
於
て
共
の
方
向
を
決
定
し
た
も
の

ム
」
思
は
れ
る
。
事
寅
此
の
関
聯
は
、
大
一
紘
一
山
代
関
係
あ
b
と
忠
は
れ
る
一
切
の
僚
件
を
潟
す
之
と
、
が
出
来
る
。
郎
ち
伏
生

の
本
経
営
二
十
九
篇
と
し
、
大
一
宮
後
得
の
訟
を
、
武
帝
ニ
ヰ
ザ
の
何
れ
に
係
ら
ず
宍
の
ま
¥
に
容
認
し
、
後
得
に
な
い



先
秦
誇
徳
詑
徴
引
の
大
程
前
文
を
肯
定
し
、
支
に
伏
生
よ

b
後
得
ま
で
の
問
に
引
か
れ
た
後
得
大
誓
と
一
致
す
る
命
治
刊
の

交
代
鈎
し
て
も
、
充
分
之
を
設
明
し
得
る
。
命
番
大
体
・
史
記
壮
一
寸
の
諸
徳
記
、
並
に
談
窓
問
中
の
大
哲
前
後
得
以
前
に
蛍
る

記
事
等
に
引
か
れ
た
mm
の
後
得
大
判
官
と
一
致
す
る
命
番
の
文
を
説
明
し
得
る
と
一
一
一
一
同
ふ
の
は
、
史
誌
の
文
は
多
く
大
程
一
円
円
?
と

明
言
し
な
い
。
共
れ
が
大
誓
の
文
だ
と
知

b
得
る
の
は
、
劉
向
の
説
苑
や
庶
の
司
馬
貞
・
一
政
師
ナ
け
等
の
注
た
依
る
の
で
￥

劉
向
や
唐
人
等
は
専
ら
後
得
以
後
の
大
苓
に
よ
る
も
の
と
考
へ
る
し
、

又
大
俸
の
所
引
に
掛
る
も
の
は
、
そ
れ
が
上
の

史
・
渓
・
後
符
の
記
事
代
A
W
ふ
と
一
一
一
一
同
ム
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
是
を
以
ハ
ノ
て
見
れ
ば
、
之
壮
一
寸
の
後
得
大
一
志
向
と
符
令
す
る
も
の

は
、
そ
れ
が
も
と
/
1
1
大
誓
の
文
で
あ
っ
た
と

ふ
の
で
は
無
く
て
、
後
得
の
俗
大
都
一
甲
山
が
是
等
を
借
b
て
一
絡
を
構
成

し
た
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
此
の
一
関
聯
に
立
つ
主
張
に
、
前
述
の
伏
生
二
十
九
続
・
願
康
分
訴
の
設
が
有
る
。

伏
牛
三
十
九
筋
・
願
成
分
絡
の
設
は
、
上
家
の
論
述
に
従
へ
ば
、
大
刊
誌
は
篇
の
問
題
に
関
し
て
想
定
し
得
る
問
。
の
組

合
せ
、
一
見
に
之
に
配
す
る
に
後
得
大
抵
抗
の
異
簡
を
以
て
す
る
八
関
聯
の
中
、
誇
係
件
の
下
に
存
立
し
得
可
主
唯
一
の
関
聯

に
令
す
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
此
の
訟
と
競
も
全
く
問
題
無
し
と
す
る
乙
と
は
出
来
な
い
。
と
一
古
川
ふ
の
は
、
第
一
一
顧
応

分
筋
は
元
来
古
文
家
の
訟
で
、
今
文
家
に
於
て
は
古
来
間
各
で
あ
る
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
来
、
た
の
に
、
此
の
設
は
伏
生

今
文
代
於
て
殿
命
と
威
主
之
誌
と
ゆ
で
分
け
、
之
を
二
給
と
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
史
・
漢
の
伏
生
二
十
九
総
代
充
て
よ
う

と
し
〈
ゐ
る
し
、
更
に
は
後
符
俄
大
替
の
蕗
自
営
、
逸
局
番
又
は
中
魚
の
類
に
除
一
せ
ん
と
し
た
勤
に
於
て
、
五
行
思
想

史
の
研
究
に
粂
ね
て
交
代
検
討
を
妥
す
る
様
に
芯
は
れ
る
。
但
是
位
一
寸
は
伏
生
・
孔
楼
…
共
に
大
誓
加
盟
…
く
、
後
得
は
偽
大
い
官
官

七
五



七九ムパ

だ
と
す
る
一
関
聯
に
針
し
て
、
積
械
的
な
駁
論
の
材
料
と
は
な
ら
な
い
の
み
で
は
な
く
、
此
の
一
関
税
の
成
立
の
怨
に
は

現
在
に
於
て
は
結
局
此
の
様
な
、

或
は
之
に
近
い
解
稼
を
取
ら
ね
ば
な
ら
ね
の
で
あ
る
か
ら
、
大
窓
口
信
仰
の
問
題
は
、
伏

ル
咋
三
十
九
銘
@
叡
康
分
篇
の
設
に
於
て
大
館
主
(
の
方
面
を
決
定
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
、
左
に
之
を
簡
単
代
表
示
し
ょ
ラ
。

一ピ
12・

2
S念。

一
、
一
伏
生
有
り
、
孔
壁
紙
…
し
。

一
一
、
一
伏
生
無
し
、
孔
山
川
九
有
η
J
O

、
一
伏
生
存
り
、
孔
控
も
有
η
J
O

。と
生
無
し、
手L
Fち
，三広三ユ.

も

普段

。
一人

4
1
r
ζ
a
J
f
4
一

一

一4
・

告

プ

ヂ

一

一

詩

依

件

へ

の

抵

鱗

。

σ慢
悌
一

A

一
i
s
l
i
l
i
-
-

一
国
民

7
1

一
孔
安

1

j文
芸
し
今
文
芸
捨
て

一

傷

一

無

し

。

一

同

右

、

一
段
一
一
伏
生
一
一
十
八
箔
設
一
一
、
伏
生
の
本
絞
を
二
寸
八
篤
と
す
る
の
は
後
人
の
臆
計
。

一
一
伏
生
二
十
九
篤
序
一
銭
設
一
二
、
孔
安
幽
絞
番
の
際
、
大
番
は
孔
勝
一
噌
多
郡
中
に
無
し
。

一
訂
正

1
1
1」
引
1

一

一

一

一

、

伏

生

命

番

中

大

誓

有

る

可

し

と

の

積

極

的

根

捺

無

し

。

一
長
一
伏
生
二
十
九
筋
大
誓
索
有
設
一

十

一

一

一

一

、

後

符

設

の

否

定

、

若

く

段

、

陣

士

設

設

、

同

融

懸

疑

の

難

解

。

一

鈎

一

無

し

。

一

伏

孔

共

に

長

大

答

よ

り

倍

大

設

へ

如

何

に

し

て

将

じ

だ

か

張

。

一
一
、
光
一
接
接
鉄
設

二
一
、
後
符
期
の
訂
正
、

疑
分
鰐
設
一
(
駁
命
・
撰
忠
之
誌
の
分
筋
一

既
成
訟
の
分
接



伏
生
及
孔
桜
…
と
大
法
的
錦
、
並
代
後
符
大
替
の
佐
質
に
就
い
て
は
、

上
誠
一
に
よ
り
て
大
路
之
を
切
か
に
し
た
つ
も

b
で
あ

る
が
、
史
代
我
々
は
以
上
の
諸
訟
を
遜
じ
て
、
も
う
一
つ
の
共
通
執
を
後
見
す
る
。
そ
れ
は
後
符
大
誓
、
が
今
文
並
に
古

文
の
各
向
撃
に
併
令
ヨ
れ
だ
時
期
に
就
い
て
い
L

あ
る
。
之
は
専
ら
模
索
率
、
文
志
の
経
二
十
九
容
の
自
注
に
子
大
小
一
'A余

二
家
、
欧
陽
経
三
十
二
浴
L

と
あ
る
の
と
、
同
じ
く
惑
文
志
の
欧
州
防
章
句
三
十
一
迩
、
大
小
変
余
章
勾
二
十
九
各
、
大

小
一
反
然
解
放
二
十
九
銭
の
記
事
と
を
中
心
と
し
て
行
は
れ
る
。
郎
ち
伏
生
二
十
八
銘
訟
の
慈
械
は
、
三
十
一
巻
倣
陽
ぞ

以
ク
て
、
国
有
の
盤
庚
を
分
け
て
一
一
一
ね
と
し
、
之
代
大
詰
一
同
一
お
そ
加
へ
た
か
、
或
は
平
に
大
い
羽
田
三
綿
子
)
加
へ
た
も
の
で
、

二
十
九
錦
友
余
は
、
伏
生
の
二
十
八
絡
に
太
い
紘
一
回
一
お
を
増
し
た
も
の
だ
と
し
、
伏
生
二
十
九
銭
有
序
の
訟
の
阪
許
可
市
棋
は
、

，
劉
向
父
子
の
所
前
武
帝
末
の
博
士
は
欧
州
陽
子
協
(
高
)
で
、
仏
仙
の
時
大
誓
は
向
学
官
に
入
っ
た
。
部
ち
欧
州
防
経
三
十
二
容

は
伏
金
本
経
及
び
序
の
二
十
九
節
、
代
大
一
官
官
一
ニ
篇
を
増
し
た
も
の
で
、
又
大
小
変
ゑ
は
、
欧
間
閉
経
に
大
い
官
官
が
入
っ
た
後
に

於
て
特
に
一
一
一
絡
を
一
お
と
し
、
序
を
除
い
て
二
十
九
お
の
数
比
九
州
μ
せ
た
も
の
、
だ
と
す
る
eo

大
統
一
一
回
索
引
告
の
訟
は
、
初
か
ら

一
伏
・
孔
共
に
大
韓
日
存

b
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
文
三
家
に
大
誓
が
あ
る
の
は
勿
論
で
、
多
く
は
加
に
論
及

L
て
わ

な
い
、
が
、
先
比
一
の
核
代
、
主
引
之
の
伏
生
命
誌
に
大
一
官
官
脊
b
と
の
論
は
、
却
金
て
三
家
、
代
必
ら
ず
大
窓
口
が
有
っ
た
と
の
主

張
で
、
綴
成
分
錨
の
設
に
於
て
は

E

襲
自
珍
は
加
と
し
て
も
、
皮
錫
瑞
は
後
符
大
誓
の
博
士
一
被
訟
に
よ
っ
て
、
欧
州
防
大
小

家
は
願
践
を
会
し
て
一
筋
と
し
、
新
に
大
設
を
媛
入
し
た
、
共
の
一
篤
と
し
て
併
さ
れ
た
も
の
は
一
浸
食
で
あ

ち
、
一
一
一
筋
と
ぷ
れ
た
も
の
は
散
防
で
あ
る
と
設
さ
、
又
係
端
彰
は
二
佼
符
河
内
本
は
立
問
中
と
共
に
今
文
経
の
中
代
入
り
、

変
余
の

七
七



七

八

一
一
白
古
文
の
中
に
も
共
の
蒋
霧
本
が
入
っ
て
、
此
世
間
に
今
古
文
家
の
篇
数
、
が
一
定
し
た
と
説
い
て
ゐ
る
。
是
を
以
つ
℃

見
れ
ば
、
大
苓
一
筋
乃
一
会
一
一
痛
は
、
故
防
大
小
一
変
ゑ
の
時
に
は
、
古
文
は
勿
論
今
交
に
於
て
も
銃
に
存
し
て
ゐ
だ
と
-
一
一
一
日

ふ
の
が
諸
家
の
遜
論
で
あ

b
、
又
恐
く
そ
ラ
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
国
ハ
ノ
て
以
上
を
統
令
し
て
結
論
を
下
せ
ば
、

要
す
る
に
つ
大
訟
は
抗
日
仰
に
関
附
し
て
は
、

第
一
、
現
行
の
古
文
筒
存
中
の
大
級
官
は
貌
ず
の
問
の
儀
作
に
係
b
、
第
二
、
伏
生
今
文
・
孔
控
古
文
中
に
は
何
れ
に

も
大
琴
錦
は
な
く
、
第
三
、
後
淡
の
誇
係
、
が
停
へ
た
所
の
大
誓
は
後
得
で
、
然
も
後
符
は
係
大
誓
で
あ

b
、
第
四
、

後
符
偽
大
法
誌
は
、
今
文
出
家
の
鍬
陽
・
大
小
一
友
魚
の
頃
に
は
今
・
古
文
の
何
れ
に
も
令
入
せ
ら
れ
て
ゐ
だ
し

T
Y

」
考
へ
ら
れ
る
。
位
後
符
大
知
一
月
の
依
接
に
関
し
て
は
、
暫
く
疑
は
し
-qcp}
関
く
次
第
で
あ
る
、
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